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【段階的定年引き上げ早見表】

※制度完成までの間、暫定再任用制度により1年の任期を更新して65歳まで働くことができる
※60歳に達した日以後、退職して定年前再任用短時間勤務職員となることができる（任期は定年退職日まで）


